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南部地域協力ネットワ－ク 会則(案) 

 

第１条(名称) 

  本組織の名称は、南部地域協力ネットワ－クとする。 

第２条(目的) 

  西東京市の南町、向台町、新町、柳沢、東伏見（以下南部地域という。）

で活動する団体や暮らす人々が、お互いに連携し協力し合うことにより、

地域課題を共に考え、安心安全で住みやすいまちをつくることを目的とす

る。 

第３条(会員) 

  会員は、原則として南部地域で活動する団体に所属し、本組織の目的に

賛同する者等が参加できるが、南部地域の住民で希望する者も参加できる

ものとする。 

第４条(事務所)  

  本組織の事務所は、代表宅に置く。  

第５条(活動基本) 

  本組織は、共助の自治組織であり、特定の個人、法人又は団体の利益を

目的とした活動並びに特定の宗教、政治団体のための活動をしてはならな

い。 

第６条(活動方針) 

  本組織は、第２条の目的を達成するために、次の活動方針を掲げる。 

 １ 会員同士の情報の連絡・共有 

 ２ 会員同士の活動の連携・協力 

 ３ コミュニケ－ションの活性化、挨拶・声かけのある元気なまちづくり 

第７条(活動内容) 

  本組織は、前条の活動方針に基づき、次の活動を行う。 

 １ 南部地域の団体及び住民が、情報共有・情報交換をする定例会を実施

すること。 

 ２ 南部地域の団体及び住民が、活動を連携、協力し合い、地域のつなが 

りを推進していくこと。 

 ３  挨拶・声かけやコミュニケ－ションの活性をはかり、思いやりがあり 

元気なまちづくりを推進していくこと。 

 ４ その他、本組織の目的を達成するために必要なこと。 
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第８条(会議) 

 １ 会議は、総会及び定例会とする。なお、必要に応じて部会等を設ける

ことができる。 

 ２ 各会議の議決については、出席者の過半数の賛成により決定する。  

 ３ 会議に関して必要な事項は、本会則に定めるもののほか、別に定める。 

第９条(総会)  

 １ 総会は、本組織の最高意思決定機関であり、会員で構成する。 

 ２ 定例総会は毎年１回開催し、次の事項について決議する。 

  （１）活動計画・方針及び活動報告 

  （２）予算及び決算 

  （３）定例会の構成員の選出 

  （４）役員の承認 

   (５）会則の改定及び廃止 

(６) その他、総会の承認を必要とする事項 

 ３ 役員会が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。 

第 10条(定例会) 

１ 定例会は、本組織の定例的な会議であり、定例会の構成員は、次の者

を総会で選出する。ただし、年度途中で定例会の構成員となることを希

望する団体等がある場合は、定例会で決定できる。 

（１）南部地域で活動する団体の代表者又は代表者が推薦する者 

（２）南部地域の住民で、本組織の目的に賛同し、地域活動に熱意があ 

る者 

２ 定例会は、原則として２ヶ月に１回開催し、第６条及び７条の活動に

ついて協議する。 

第 11条(役員等) 

１ 本組織には、次の役員を置く。 

（１)代表     １人 

本組織を代表し、組織の活動を総括する。         

(２)副代表     ２人以内 

代表を補佐し、代表が不在のときはこれを代行する。                

(３)世話人(庶務担当、広報担当等)５人以内 

       本組織の活動の円滑な運営を図るための事務を担当する。 

（４)会計     ２人 

    本組織の経理を担当する。 

(５)監査     ２人 

    本組織の会計を監査する。 

２ 役員は、定例会の構成員から選出し、総会の承認を得て就任する。 

 ３ 役員の任期は２年とし、２期を限度とし再任を妨げない。 
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４ 役員が任期途中で辞任した場合、その補充については定例会で選任す 

ることができる。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 代表は、必要があれば役員会を招集することができる。役員会の構成

員は、代表、副代表、世話人、会計とし、本組織の企画、調整、及び運

営全般に関することを協議する。 

第 12条(活動運営経費) 

  本組織の活動運営経費は、西東京市の補助金及び寄附金等をもって充当

する。 

第 13条(活動及び会計年度) 

   本組織の活動及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までと

する。  

第 14条(個人情報の保護) 

   本組織の活動で知り得た個人情報については、個人情報保護の重要性を 

 認識し、その取扱いについては適正を期する。 

第 15条(施行細則) 

   この会則に定めるもののほか必要な事項は、定例会で別に定める。 

     

附 則  この会則は、平成 28年２月 日から施行する。 
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